


�
平
成
14年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
の
取
得
に
係
る
税
率
を
､
現
行
税
率
か
ら
､
平
成
13年
４
月

１
日
か
ら
平
成
14年

９
月
30日

ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
100分

の
１
､
平
成
14年

10月
１
日
か
ら

平
成
15年
２
月
28日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
100分

の
0.1を

そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
率
と
す
る
こ
と

と
し
ま
し
た
｡

４
軽
油
引
取
税

特
約
業
者
及
び
元
売
業
者
以
外
の
者
が
軽
油
の
輸
入
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
軽
油
の
輸
入
に
つ
い
て
軽
油
引
取
税

を
課
す
る
も
の
と
し
､
申
告
納
付
期
限
を
当
該
軽
油
の
輸
入
の
時
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
｡

５
そ
の
他
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
｡

６
こ
の
条
例
は
､
平
成
13年
４
月
１
日
(５
に
つ
い
て
は
平
成
13年
３
月
31日
)
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
｡

条
例

三
重
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
条
例
第
五
十
号

三
重
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
重
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
三
重
県
条
例
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
三
十
三
条
第
一
項
中

｢

第
四
項､

第
七
項
及
び
第
八
項｣

を

｢

第
六
項､

第
九
項
及
び
第
十
項｣

に
改
め､

同
条
第
二
項
中

｢

第
四
項
及
び
第
八
項｣

を

｢

第
六
項
及
び
第
十
項｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢
第
九
項｣

を

｢

第
十
一
項｣

に､

｢

第
七
項
又

は
第
八
項｣

を

｢

第
九
項
又
は
第
十
項｣

に
改
め､

同
条
第
四
項
中

｢

第
十
項｣

を

｢

第
十
二
項｣

に
改
め､

同
条
第
五
項
中

｢

第

十
一
項｣

を

｢

第
十
三
項｣

に､

｢

法
第
四
款｣

を

｢

法
第
二
章
第
一
節
第
四
款｣

に､

｢

第
七
項
又
は
第
八
項｣

を

｢

第
九
項
又
は

第
十
項｣

に
改
め､

同
条
第
六
項
中

｢

第
十
九
項｣

を

｢

第
二
十
一
項｣

に､

｢

消
滅｣

を

｢

解
散
を｣

に
改
め､

同
条
第
七
項
中

｢

第
十
九
項｣

を

｢

第
二
十
一
項｣

に
改
め､

同
条
第
八
項
中

｢

消
滅｣

を

｢

解
散
を｣

に
改
め
る

｡

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中

｢

行
な
わ
れ
た｣

を

｢

行
わ
れ
た｣

に､

｢

消
滅｣

を

｢

解
散
を｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢

行

な
う｣

を

｢

行
う｣

に､

｢

消
滅｣

を

｢

解
散
を｣

に
改
め
る

｡

第
百
六
十
九
条
第
一
項
中

｢

消
費
又
は
譲
渡｣

を

｢

消
費､

譲
渡
又
は
輸
入｣

に
改
め､

同
項
第
五
号
中

｢

又
は
輸
入｣

を
削
り､

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

六

特
約
業
者
及
び
元
売
業
者
以
外
の
者
が
軽
油
の
輸
入
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
軽
油
の
輸
入

第
百
七
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る

｡

七

第
百
六
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は､

当
該
軽
油
の
輸
入
の
時
ま
で
に､

当
該
輸
入
に
係
る
軽
油
引
取

税
の
課
税
標
準
量､

税
額
そ
の
他
必
要
な
事
項

附
則
第
八
条
第
二
項
中

｢

平
成
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る

｡

附
則
第
九
条
第
二
項
中

｢

平
成
十
二
年
度
分
及
び
平
成
十
三
年
度
分｣

を

｢

平
成
十
二
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
各
年
度

分｣

に
改
め
る

｡

附
則
第
十
五
条
第
一
項
中

｢

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め､

同
条
第
二
項
中

｢

平

成
十
三
年
六
月
三
十
日｣

を

｢

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成

十
六
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る

｡

附
則
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中

｢

平
成
十
三
年
六
月
三
十
日｣

を

｢

平
成
十
六
年
六
月
三
十
日｣

に
改
め
る

｡

附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め､

同
条

第
五
項
中

｢

第
二
十
条
第
一
号｣

を

｢

第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
で
同
法
第
二
十
条
第
一
号｣

に､

｢

同
法
第
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る｣

を

｢

も
の
の
う
ち､

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い｣

に､

｢

平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で｣

を

｢

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日

ま
で｣

に
改
め､

同
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

７

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
そ
の
他
の
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
で
令
で
定
め
る

も
の
の
取
得

(

第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
取
得
で
令
で

定
め
る
も
の
を
除
く

｡)

に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は､

同
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
昭
和
五
十
八
年
八
月

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
そ
の
他
の
同
条
の
規
定
に
基

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
2
)



づ
く
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
で
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
き
令
で
定
め
る
日
前

(

施
行
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に

限
る

｡)

に
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
抹
消
登
録
を
受
け
た
者
が､

当
該
自
動
車
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
令
で
定

め
る
自
動
車
を
取
得
し
た
場
合

(

施
行
規
則
で
定
め
る
場
合
に
限
る

｡)

に
は､

当
該
取
得
が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り､

第
百
六
十
七
条
の
四
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

当
該

取
得
に
つ
い
て
本
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の

〇
・
五
を
控
除
し
た
率
と
す
る

｡

附
則
第
二
十
一
条
第
八
項
中

｢

又
は
法
附
則
第
三
十
二
条
第
八
項｣

を

｢

又
は
前
項｣

に
改
め､
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

９

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排

出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
で
令
で
定
め
る
も
の
の
取
得

(

第
三
項､

第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く

｡)

に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は､

当
該
取
得
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
内
に
行

わ
れ
た
と
き
に
限
り､

第
百
六
十
七
条
の
四
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

当
該
取
得
に
つ
い
て
本
項
の
規
定
の
適
用
が

な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら､

当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
率
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
率
と
す
る

｡

一

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で

百
分
の
一

二

平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

百
分
の
〇
・
一

附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
中

｢

若
し
く
は
譲
渡｣

を

｢

､

譲
渡
若
し
く
は
輸
入｣

に
改
め
る

｡

附
則
第
二
十
四
条
第
三
項
中

｢

又
は
合
併｣

を

｢(

合
併
に
よ
る
解
散
を
除
く

｡)｣

に
改
め
る

｡

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

た
だ
し､

第
三
十
三
条､

第
四
十
三
条
の
二
及
び
附
則
第
二
十
四
条

の
改
正
規
定
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
に
つ
い
て
は､

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

(

法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
県
税
条
例

(

以
下

｢

新
条
例｣

と
い
う

｡)

第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規

定
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う

｡)

以
後
に
合
併
又
は
分
割
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年

度
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
各
計
算
期
間
の
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
県
民
税
並
び
に
施
行
日
以
後
に
解
散

(

合
併
に
よ
る
解
散

を
除
く

｡

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ

｡)

が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額

に
係
る
法
人
の
県
民
税

(

清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
額
及
び
残
余
財

産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
県
民
税
を
含
む

｡

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

｡)
に
つ
い
て
適

用
し､

施
行
日
前
に
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
並
び
に
施
行
日
前
に
解
散
が
行
わ
れ
た

場
合
に
お
け
る
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
県
民
税
及
び
施
行
日
前
に
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
に

お
け
る
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は､

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

｡

(

法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

３

新
条
例
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
附
則
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
は､

施
行
日
以
後
に
合
併
又
は
分
割

が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
各
計
算
期
間
に
係
る
法
人
の
事
業
税
並
び
に
施
行
日
以
後

に
解
散
が
行
わ
れ
る
場
合
の
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税

(

清
算
所
得
に
対
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
る
法
人

の
清
算
中
の
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
及
び
残
余
財
産
の
一
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
の
事
業
税
を
含
む

｡

以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

｡)

に
つ
い
て
適
用
し､

施
行
日
前
に
合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
各
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事

業
税
並
び
に
施
行
日
前
に
解
散
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
解
散
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
及
び
施
行
日
前
に

合
併
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
合
併
に
よ
る
清
算
所
得
に
対
す
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は､

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

｡

(

不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

４

新
条
例
附
則
第
十
五
条､

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は､

施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し､

施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は､

な
お
従
前
の

例
に
よ
る

｡

(

自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

５

新
条
例
附
則
第
二
十
一
条
第
二
項､

第
三
項､

第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は､

施
行
日
以
後
の
自
動
車
の

取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し､

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に

つ
い
て
は､

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

｡

６

こ
の
条
例
の
改
正
前
の
三
重
県
県
税
条
例

(

以
下

｢

旧
条
例｣

と
い
う

｡)

附
則
第
二
十
一
条
第
七
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の

取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は､

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

｡

(

軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置)

平
成
13
年
３
月
30
日

三
重

県
公

報
号

外
(
3
)



７

新
条
例
第
百
六
十
九
条
第
一
項
第
六
号､

第
百
七
十
七
条
第
七
号
及
び
附
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は､

平
成
十
三
年
六

月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
新
条
例
第
百
六
十
九
条
第
一
項
第
六
号
の
軽
油
の
輸
入
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適

用
し､

同
日
前
に
輸
入
が
行
わ
れ
た
軽
油
に
係
る
旧
条
例
第
百
六
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
軽
油
の
消
費
又
は
譲
渡
に
対
し
て
課

す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は､

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

｡

規
則

三
重
県
予
算
調
製
及
び
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
三
年
三
月
三
十
日

三

重

県

知

事

北

川

正

恭

三
重
県
規
則
第
五
十
四
号

三
重
県
予
算
調
製
及
び
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
予
算
調
製
及
び
執
行
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
重
県
規
則
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

(

配
当)

第
十
三
条

知
事
は､

配
当
を
定
期
配
当
通
知
書

(

第
五
号
様
式)
に､

配
当
の
追
加
又
は
更
正
を
配
当
通
知
書

(

第
五
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

｡

第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は､

予
算
調
整
課
長

(

特
に
重
要
又
は
異
例
に
属
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は､

総
務
局
長)

に
合
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
中

｢

か
か
わ
ら
ず｣

の
下
に

｢

総
務
局
長
に｣

を
加
え
る

｡

別
表
第
三
中

｢

総
務
局
長｣

を

｢

予
算
調
整
課
長｣

に
改
め
る

｡
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年
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附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

平
成
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年
３
月
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日
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